
労働ܖは、労働者が使用者に使用͞れて労働し、使用者がこれに対して賃金を
支払͏ことについて、労働ऀٴͼ用ऀ͕߹ҙする͜とによͬてཱします。また、
労働者と使用者が対等なཱ場で合意し、締結、มߋすきのと͞れています。
ɹ労働ܖは、ܖॻ等のॻ໘がな͘て、ޱ಄での事者の合意だけでޮྗを
生͡ます。ただし、労働条݅をޱଋで取りܾΊただけでॻ໘にしないと、労働
Ҽになることがありますݪの༰があいまいになり、τϥϒϧのܖ
労働基४法では、労働ܖを締結する場合に、使用者が労働者に対し労働条݅

を明らかにするよ͏ٛ付けています（労働基準法第1�条第１߲）。特にॴ定の
事߲については、ॻ໘のަ付等による明示が必要です（ಉ法ߦࢪ規則第５条、ӈ
ϖʔδ参র）。̏ɼ̐ ϖʔδࡌهの労働条݅通ॻの例͝参র͘だ͞い。
ɹなおྩ݄̒̐Ҏ߱に労働ܖを締結	またはߋ৽
するશての労働者に対し
て、ޏೖれ後の就業場ॴ・業の༰にՃえ、これらのมߋのൣғ（কདྷの
ஔసなどによͬてมわり得る就業場ॴ・業のൣғ）について明示が必要と
なりました。
ɹまた有ظ労働ܖの場合、ྩ݄̒̐Ҏ߱の締結	またはߋ৽
には、ߋ৽上
�ϧʔϧにؔする明示（7సظにؔする明示（77ϖʔδ参র）や、いわΏるແݶ
ϖʔδ参র）必要です。

ύʔτλΠϜ労働ऀɾ༗ޏظ用労働ऀに対しては、これらにՃえて、ʮঢڅの༗
ແʯ、ʮୀ৬खの༗ແʯ、ʮ༩の༗ແʯ、ʮޏ用ཧのվળにؔする૬ஊ૭ޱʯ
の４つの߲ࣄΛจॻのަにより໌ࣔしなければなりません（ύʔτλΠϜ・
有ޏظ用労働法第̒条、ಉ法ߦࢪ規則第̎条）。
ݣ労働ऀの場合、ݩݣがޏೖれ時やݣ時に明示すき事߲については、

�0ϖʔδ参রして͘だ͞い。
ɹ労働基準法の規定に基ͮき明示͞れた労働条݅と、実際に働いた際の労働条݅
とがҟなる場合、労働者はଈ時に労働ܖをղ除することができます（労働基準
法第1�条第߲̎）。

ɹなお、使用者が合ཧతな労働条݅を定Ίているब業نଇを労働者にपしてい
るときは、その༰労働条݅となりますので、ब業نଇの༰Λよ֬͘かΊま
͠ΐ͏（̕ϖʔδ参র）。

労働ܖब業のୈҰา、用ऀ労働݅Λ໌らかに
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ɹܖΛ݁Ϳと͖、໌らかに͠ͳ͚れͳらͳい労働݅

◆ඞͣ໌らかに͠ͳ͚れͳらͳい͜とʲԼઢ෦令和̒年４月１日ߦࢪʳ
˓労働ܖのظ間にؔすること
˓�有ظ労働ܖの場合は、ߋ৽の有ແ、ߋ৽のஅ基準、ߋ৽上ݶの有ແと༰
にؔすること（77ϖʔδ参র）
˓就業場ॴٴͼ業の༰にؔすること（これらのมߋのൣғをؚΉ）
時間、休日、休暇などにؔすることܜ休、ࠁ業・ऴ業時࢝˓
˓賃金のܾ定、計算ٴͼ支払の方法、締りٴͼ支払の時ظにؔすること
˓ঢ給にؔすること
˓ୀ৬にؔすること（ղޏの事༝をؚΉ）
˓ॴ定労働時間を超える労働の有ແ
˓�ແظసਃݖࠐがൃ生する有ظ労働ܖのߋ৽λΠϛϯάの場合には、そのਃ
後の労働条݅（7�ϖʔδ参র）సظͼແٴ、ができることࠐ
˓�ύʔτλΠϜ労働者・有ޏظ用労働者の場合には、ঢ給・ୀ৬ख・与の有ແ、
ޱる૬ஊ૭用ཧのվળ等にؔする事߲にޏ

　�以上の項目は、昇給に関することを除き、書面の交付により明示しなければな
りません。
　�なお、労働者が希望した場合には、ファクシミリまたは電子メール等（出力し
て書面作成が可能なものに限る）でも可能です。

のよ͏ͳ定ΊΛする߹に、ඞͣ໌らかに͠ͳ͚れͳらͳい͜と࣍◆
ɹ˓�ୀ৬खの定Ίが適用͞れる労働者のൣғ、ୀ৬खのܾ定、計算ٴͼ支払

の方法、支払の時ظにؔすること
ɹ˓�ୀ৬खを除͘ྟ時の賃金等（与、ྟ時のख等）ٴͼ࠷賃金額にؔす
ること

ɹ˓労働者の৯අ、࡞業用そのଞのෛ୲にؔすること
ɹ˓҆શٴͼӴ生にؔすること
ɹ˓৬業܇࿅にؔすること
ɹ˓ิࡂঈٴͼ業外のইපැॿにؔすること
ɹ˓දজٴͼ制ࡋにؔすること
ɹ˓休৬にؔすること
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3

（ทにଓく࣍）

労働条݅௨ॻ
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　఼
　　　　　　　　　　　　　　　事業場名称・所在地
　　　　　　　　　　　　　　　 ༻ 者 ৬ ࢯ 名
ܖ  期 間 期間の定めなし、期間の定めあり（　　　年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日）

˞以下は、ʮܖ期間ʯについてʮ期間の定めありʯとした場合に記ೖ
の更৽の有ແܖ　１
ʦࣗಈ的に更৽する・更৽する場合がありಘる・ܖの更৽はしない・ͦのଞ（　　　　）ʧ

。によりஅする࣍の更৽はܖ　２
務、ଶ度　　　　・ྗۈ・　　　期間満ྃ時の業務ྔܖ・　　
　　・会社の経Ӧঢ়گ　・ै事している業務のਐঢ়گ
　　・ͦのଞ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
３　更৽上限の有ແ（ແ・有（更৽　　ճまでʗ௨算ܖ期間　　年まで））

ʲ労働ܖ法に定めるಉҰのا業との間での௨算ܖ期間が５年を超える有期労働ܖのక݁の場合ʳ
　ຊܖ期間中に会社に対して期間の定めのない労働ܖ（ແ期労働ܖ）のక݁のਃࠐΈをした
ときは、ຊܖ期間の末日のཌ日（　 年　 月　　日）から、ແ期労働ܖでのޏ༻にసする
ことができる。この場合のຊܖからの労働条݅の変更の有ແ（　ແ　・　有（別ࢴのとおり）　）

ʲ有期ޏ༻特別ાஔ法による特例の対者の場合ʳ
　ແ期సਃݖࠐがൃ生しない期間：ᶗ（ߴ度ઐ）ŋᶘ（定年ޙのྸߴ者）
　　ᶗ　特定有期業務の։始からྃまでの期間（　　　年　　　か月（上限10年））
　　ᶘ　定年ޙҾきଓいてޏ༻されている期間

ब業の場所 　　　　　　　　　　　（ޙೖれޏ） （変更のൣғ）

ै 事 す  き
業 務 の  ༰

　　　　　　　　　　　（ޙೖれޏ） （変更のൣғ）
ʲ有期ޏ༻特別ાஔ法による特例の対者（ߴ度ઐ）の場合ʳ
・特定有期業務（　　　　　　　　　　　　　։始日：　　　　　ྃ日：　　　　　　）

始 業、終 業 の
時 刻、休 ܜ 時
間、ब 業 時 స
ᾇ） ～ ᾋ の
うͪ該当する
のҰつに○
を 付 け る こ
と。）、所 定 時
間外労働の有
ແにؔする事
項

１　始業・終業の時刻
　ᾇ　始業（　　　時　　　）　終業（　　　時　　　）
ʲ以下のような制度が労働者にద༻される場合ʳ

　ᾈ　変形労働時間制ʀ（　　　　）単位の変形労働時間制・ަସ制として、࣍のۈ務時間の組Έ合
わせによる。

　　　始業（　　時　　）終業（　　時　　）（ద༻日　　　　　　　）
　　　始業（　　時　　）終業（　　時　　）（ద༻日　　　　　　　）
　　　始業（　　時　　）終業（　　時　　）（ద༻日　　　　　　　）
　ᾉ　ϑϨックスλΠム制ʀ始業及び終業の時刻は労働者の決定にҕͶる。
　　　　　　　 （ただし、ϑϨΩγϒϧλΠム（始業）　　時　　から 　　時　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （終業）　　時　　から 　　時　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　ίΞλΠム　　　　　時　　から 　　時　　）
　ᾊ　事業場外Έなし労働時間制ʀ始業（　　時　　）終業（　　時　　）
　ᾋ　ྔࡋ労働制ʀ始業（　　時　　）終業（　　時　　）をجຊとし、労働者の決定にҕͶる。
則第　　条～第　　条、第　　条～第　　条、第　　条～第　　条نは、ब業ࡉৄ○
２　休ܜ時間（　　　）
３　所定時間外労働の有ແ

）ແɼ）間時年１、間時月か１、間時ि１（有（
４　休日労働（　有 （１か月　　　日、１年　　　日）ɼ　ແ　）

休　　 日
及　び

ۈ 務 日

・定例日ʀຖि　　　༵日、ࠃຽの祝日、ͦのଞ（　　　　　　　　　　　）
・ඇ定例日ʀि・月当たり　　　日、ͦのଞ（　　　　　　　　　　　　）
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間　　日

（務日ۈ）
ຖि（　　　　　　）、ͦのଞ（　　　　　　）
則第　　条～第　　条、第　　条～第　　条نは、ब業ࡉৄ○

労働ܖब業のୈҰา、用ऀ労働݅Λ໌らかに
ްੜ労働লϗʔϜϖʔδࡌܝのϞσϧ労働条݅௨ॻをݩに࡞したҰྫですɻ
৭จࣈは労働条݅明ࣔにかかる੍վਖ਼（ྩ݄̒̐̍施ߦ）の༰をө
したΠϝʔδですɻ
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3

（ทにଓく࣍）

労働条݅௨ॻ
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　఼
　　　　　　　　　　　　　　　事業場名称・所在地
　　　　　　　　　　　　　　　 ༻ 者 ৬ ࢯ 名
ܖ  期 間 期間の定めなし、期間の定めあり（　　　年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日）

˞以下は、ʮܖ期間ʯについてʮ期間の定めありʯとした場合に記ೖ
の更৽の有ແܖ　１
ʦࣗಈ的に更৽する・更৽する場合がありಘる・ܖの更৽はしない・ͦのଞ（　　　　）ʧ

。によりஅする࣍の更৽はܖ　２
務、ଶ度　　　　・ྗۈ・　　　期間満ྃ時の業務ྔܖ・　　
　　・会社の経Ӧঢ়گ　・ै事している業務のਐঢ়گ
　　・ͦのଞ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
３　更৽上限の有ແ（ແ・有（更৽　　ճまでʗ௨算ܖ期間　　年まで））

ʲ労働ܖ法に定めるಉҰのا業との間での௨算ܖ期間が５年を超える有期労働ܖのక݁の場合ʳ
　ຊܖ期間中に会社に対して期間の定めのない労働ܖ（ແ期労働ܖ）のక݁のਃࠐΈをした
ときは、ຊܖ期間の末日のཌ日（　 年　 月　　日）から、ແ期労働ܖでのޏ༻にసする
ことができる。この場合のຊܖからの労働条݅の変更の有ແ（　ແ　・　有（別ࢴのとおり）　）

ʲ有期ޏ༻特別ાஔ法による特例の対者の場合ʳ
　ແ期సਃݖࠐがൃ生しない期間：ᶗ（ߴ度ઐ）ŋᶘ（定年ޙのྸߴ者）
　　ᶗ　特定有期業務の։始からྃまでの期間（　　　年　　　か月（上限10年））
　　ᶘ　定年ޙҾきଓいてޏ༻されている期間

ब業の場所 　　　　　　　　　　　（ޙೖれޏ） （変更のൣғ）

ै 事 す  き
業 務 の  ༰

　　　　　　　　　　　（ޙೖれޏ） （変更のൣғ）
ʲ有期ޏ༻特別ાஔ法による特例の対者（ߴ度ઐ）の場合ʳ
・特定有期業務（　　　　　　　　　　　　　։始日：　　　　　ྃ日：　　　　　　）

始 業、終 業 の
時 刻、休 ܜ 時
間、ब 業 時 స
ᾇ） ～ ᾋ の
うͪ該当する
のҰつに○
を 付 け る こ
と。）、所 定 時
間外労働の有
ແにؔする事
項

１　始業・終業の時刻
　ᾇ　始業（　　　時　　　）　終業（　　　時　　　）
ʲ以下のような制度が労働者にద༻される場合ʳ

　ᾈ　変形労働時間制ʀ（　　　　）単位の変形労働時間制・ަସ制として、࣍のۈ務時間の組Έ合
わせによる。

　　　始業（　　時　　）終業（　　時　　）（ద༻日　　　　　　　）
　　　始業（　　時　　）終業（　　時　　）（ద༻日　　　　　　　）
　　　始業（　　時　　）終業（　　時　　）（ద༻日　　　　　　　）
　ᾉ　ϑϨックスλΠム制ʀ始業及び終業の時刻は労働者の決定にҕͶる。
　　　　　　　 （ただし、ϑϨΩγϒϧλΠム（始業）　　時　　から 　　時　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （終業）　　時　　から 　　時　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　ίΞλΠム　　　　　時　　から 　　時　　）
　ᾊ　事業場外Έなし労働時間制ʀ始業（　　時　　）終業（　　時　　）
　ᾋ　ྔࡋ労働制ʀ始業（　　時　　）終業（　　時　　）をجຊとし、労働者の決定にҕͶる。
則第　　条～第　　条、第　　条～第　　条、第　　条～第　　条نは、ब業ࡉৄ○
２　休ܜ時間（　　　）
３　所定時間外労働の有ແ

）ແɼ）間時年１、間時月か１、間時ि１（有（
４　休日労働（　有 （１か月　　　日、１年　　　日）ɼ　ແ　）

休　　 日
及　び

ۈ 務 日

・定例日ʀຖि　　　༵日、ࠃຽの祝日、ͦのଞ（　　　　　　　　　　　）
・ඇ定例日ʀि・月当たり　　　日、ͦのଞ（　　　　　　　　　　　　）
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間　　日

（務日ۈ）
ຖि（　　　　　　）、ͦのଞ（　　　　　　）
則第　　条～第　　条、第　　条～第　　条نは、ब業ࡉৄ○

労働ܖब業のୈҰา、用ऀ労働݅Λ໌らかに
ްੜ労働লϗʔϜϖʔδࡌܝのϞσϧ労働条݅௨ॻをݩに࡞したҰྫですɻ
৭จࣈは労働条݅明ࣔにかかる੍վਖ਼（ྩ݄̒̐̍施ߦ）の༰をө
したΠϝʔδですɻ
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˞　労働条݅௨ॻについては、労間のฆ૪の未વࢭのため、保ଘしておくことをおקめします。

休　　 Ջ １　年࣍有څ休Ջ　６か月ܧଓۈ務した場合ˠ　　　　　日
休Ջڅ有࣍務６か月以の年ۈଓܧ　　　　　　　　　 （有・ແ）
　　　　　　　　　ˠ　　か月経過で　　　日
　　　　　　　　　時間単位年休（有・ແ）
２　ସ休Ջ（有・ແ）
３　ͦのଞの休Ջ　有څ（　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　ແڅ（　　　　　　　　　　　）
則第　　条～第　　条、第　　条～第　　条نは、ब業ࡉৄ○

　　 金 （ԁ　　　　　　）څϩ　日、（ԁ　　　　　　）څຊ金　Π　月ج　１
　　　　　　　ϋ　時間څ（　　　　　ԁ）、
　　　　　　　χ　ग़དྷج）څߴຊ単Ձ　　　　 ԁ、保োڅ 　　 　ԁ）
　　　　　　　ホ　ͦのଞ（　　　　　　ԁ）
　　　　　　　ϔ　ब業ن則にن定されている金ڃ

２　ॾख当のֹຢは計算ํ法
　　Π（　　　ख当　　　　　ԁ　ʗ計算ํ法：　　　　　　　　　　　）
　　ϩ（　　　ख当　　　　　ԁ　ʗ計算ํ法：　　　　　　　　　　　）
　　ϋ（　　　ख当　　　　　ԁ　ʗ計算ํ法：　　　　　　　　　　　）
　　χ（　　　ख当　　　　　ԁ　ʗ計算ํ法：　　　　　　　　　　　）
３　所定時間外、休日ຢはਂ労働に対してࢧわれるׂ૿金
　　Π　所定時間外、法定超　月６̌時間以（　　　　）ˋ

ˋ）（超間時̌６月
　　　　　　　　　　所定超 （　　　　）ˋ
　　ϩ　休日　法定休日（　　　　）ˋ、法定外休日（　　　　）ˋ
　　ϋ　ਂ（　　　　）ˋ
４　金క日（　　　　）－ຖ月　　日、（　　　　）－ຖ月　　日
５　金ࢧ日（　　　　）－ຖ月　　日、（　　　　）－ຖ月　　日
６　金のࢧํ法（　　　　　　　　　　　　　）
̓　労協定にͮجく金ࢧ時の߇আ（　ແ　ɼ　有（　　　　））
̔　ঢڅ（　有（時期、金ֹ　　　　　　　　　　　） ɼ　ແ　）
９　༩（　有（時期、金ֹ　　　　　　　　　　　） ɼ　ແ　）
10 ୀ৬金（　有（時期、金ֹ　　　　　　　　　　） ɼ　ແ　）

ୀ৬にؔする
事 項

１　定年制 （　有 （　　　歳） ɼ　ແ　）
制度（　有（　　　歳まで）༺ޏଓܧ　２ ɼ　ແ　）
合ୀ৬のखଓ（ୀ৬する　　　日以上લに届けग़ること）ݾࣗ　３
４　ղޏの事由及びखଓ

則第　　条～第　　条、第　　条～第　　条نは、ब業ࡉৄ○
ͦ の ଞ ・社会保険のՃೖঢ়گ（　厚生年金　݈߁保険　厚生年金ج金　ͦのଞ（　　　　　　　　））

保険のద༻（　有　ɼ　ແ　）༺ޏ・
ޱる૬ஊ૭理のվળにؔする事項に༺ޏ・
　 ෦ॺ名　　　　　　　୲当者৬ࢯ名　　　　　　　　　　　 （࿈བྷઌ　　　　　　　　）
・ͦのଞ

・具体的にద༻されるब業ن則名（　　　　　　　　　　）
˞以下は、ʮܖ期間ʯについてʮ期間の定めありʯとした場合についてのઆ໌です。
　労働ܖ法第18条のن定により、有期労働ܖ（平25年４月１日以߱に։始するの）のܖ
期間が௨算５年を超える場合には、労働ܖの期間の末日までに労働者からਃࠐΈをすることによ
り、当該労働ܖの期間の末日のཌ日から期間の定めのない労働ܖにసされます。ただし、有
期ޏ༻特別ાஔ法による特例の対となる場合は、このʮ５年ʯという期間は、ຊ௨ॻのʮܖ
期間ʯཝに໌ࣔしたとおりとなります。

以上の΄かは、当社ब業ن則による。ब業ن則を֬ೝできる場所ํ法（　　　　　　　　　　　　　　）

Ờ
ଇ
ن
ۀ
ब
ɾ

ܖ
ಇ
࿑
ớ
৬
ब

3 �



5

ืूに͋ͨ てͬの労働݅の໌ࣔ、ࣄ業ओからのใఏڙ

ڙ業ओからのใఏࣄ

一定の事業ओ等は、Ԡ募者や࠾用をرする労働者等の参考にࢿするたΊ、࣍
のใఏڙ等をしなければなりません。
◆新規学校卒業者等の求人・募集を行う事業主等の義務
応ื者からٻめがあͬた場合、
①৽ଔ࠾༻者数、৬者数なͲʮื集・࠾༻にؔするঢ়گʯ、
、ʯگ上にؔするঢ়・मの有ແ及び༰なͲʮ৬業ྗの։ൃݚ②
ᶅ所定外労働時間の࣮なͲʮا業における༺ޏ理にؔするঢ়گʯ
の３類ͦܕれͧれについて、１つ以上の情ใఏڙをしなければなりませΜ。事業ओは、
応ื者が情ใఏڙをٻめたことを理由として、不རӹなऔѻいをしてはなりませΜ（੨
গ年のޏ༻のଅਐにؔする法第13条΄か）。

◆常用労働者数による情報公表等の義務

�0� 30�

ओ
業
事
の
上
以
人

�00�

ओ
業
事
の
上
以
人

①仕事と子育ての両立支援なͲについて、ʮҰൠ事業ओ行ಈ計ըʯをࡦ定・ެ
දしなければなりませΜ（ੈ࣍ҭࢧԉ対ࡦਪਐ法第12条）。
②女性の活躍にؔして、ʮҰൠ事業ओ行ಈ計ըʯのࡦ定・ެදにՃえ、Ұ定の
項について情ใެදをしなければなりませΜ（ঁੑの৬業生׆における׆༂
のਪਐにؔする法第̔条、第20条）。
ᶅ女性の活躍にؔする上記②の情ใެදにおいて、男女の賃金の差異を公表
することが必要です（45ページ参照）。
ᶆ中途採用にؔして、Ұ定の情ใをެදしなければなりませΜ（労働ࡦࢪの૯合的
なਪਐฒびに労働者のޏ༻の҆定及び৬業生׆のॆ࣮にؔする法第27条の２）。
ᶇ男性の育児休業等の取得状況について、年１ճެදしなければなりませΜ

（ҭࣇ・հޢ休業法第22条の２）（53ページ参照）。

ڙ業ओからのใఏࣄڙ業ओからのใఏࣄ

ৗ時ޏ༻する労働者数が

の
上
以
人

ओ
業
事

ɹ৬業҆定法では、ࣄ業ओにର͠て、労働ऀΛٻਓɾืूするに͋ͨͬて、ॻ໘のަ
により労働݅Λ໌ࣔするよ͏͚ٛています（৬業҆定法ߦࢪ規則のվਖ਼により、
ྩ݄̒̐１日Ҏ߱に求人ਃࠐみ等を͏ߦ場合は、ʮै事すき業のมߋのൣғʯ、ʮ就
業場ॴのมߋのൣғʯ、ʮ有ظ労働ܖをߋ৽する場合の基準ʯの̏を৽たにՃで明示
する必要があります）。また、ٻਓථืूཁ߲の༰と、క݁する労働ܖの༰͕ҟ
ͳる߹に、かにͲの͕ҟͳるのかΛٻ৬ऀに໌ࣔしなければならず、͞らにԠ
募者のޡղがないよ͏にత֬なද示にΊなければならないことを規定しています。ެڞ
৬業҆定ॴや৬業հ事業者等は、一定の労働ؔ法ྩҧの事業ओ等による求人をडཧ
しないことができます。
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ɹ৬業҆定法では、ࣄ業ओにର͠て、労働ऀΛٻਓɾืूするに͋ͨͬて、ॻ໘のަ
により労働݅Λ໌ࣔするよ͏͚ٛています（৬業҆定法ߦࢪ規則のվਖ਼により、
ྩ݄̒̐１日Ҏ߱に求人ਃࠐみ等を͏ߦ場合は、ʮै事すき業のมߋのൣғʯ、ʮ就
業場ॴのมߋのൣғʯ、ʮ有ظ労働ܖをߋ৽する場合の基準ʯの̏を৽たにՃで明示
する必要があります）。また、ٻਓථืूཁ߲の༰と、క݁する労働ܖの༰͕ҟ
ͳる߹に、かにͲの͕ҟͳるのかΛٻ৬ऀに໌ࣔしなければならず、͞らにԠ
募者のޡղがないよ͏にత֬なද示にΊなければならないことを規定しています。ެڞ
৬業҆定ॴや৬業հ事業者等は、一定の労働ؔ法ྩҧの事業ओ等による求人をडཧ
しないことができます。

ɹืू、࠾用、労働ܖに͋ͨͬて͚てͳらͳい݅

◆�労働者のࠃ੶、৴条またはࣾձత分をཧ༝として、賃金、労働時間その
ଞの労働条݅について、差ผత取ѻいをすること（労働基準法第̏条）
◆�ਫ਼ਆまたはମをෆに߆ଋするख段によͬて、労働者の意思にして
労働をڧ制すること（労働基準法第５条）
◆�法に基ͮいて͞ڐれる場合を除き、業としてଞ人の就業にհೖしてར
ӹを得ること（労働基準法第̒条）
◆�ʮձࣾを్தでࣙΊた場合はҧ金をい͘ら支払͏ʯ、ʮػցなどをյし
た場合はଛഛঈ金をい͘ら支払͏ʯとい͏よ͏に、あらか͡Ίଛഛ
ঈの金額をܾΊてお͘こと（労働基準法第1�条）
◆�働͘ことを条݅にお金を前ିしして、ିした分を給ྉから差し引͘こと
（労働基準法第17条）
◆給ྉのதからຖ݄ੵཱஷ金することを条݅とすること（労働基準法第1�条）
◆�一定の事業のྃに必要なظ間を定Ίるのを除き、̏（࣍のᶃまた
はᶄの場合は５）を超える有ظの労働ܖを締結すること（労働基準
法第14条）
ɹᶃ�ઐతなࣝ、ٕज़またはݧܦであͬてߴ度ののを有する労働者が、

そのߴ度なઐతࣝ等を必要とする業に就͘場合
ɹᶄຬ�0ࡀҎ上の労働者をޏいೖれる場合
◆�労働合にೖらないこと、つ͘らないこと、またはطにೖͬている合
からのୀを条݅とすること（労働合法第̓条）
◆�一のޏ用ཧ۠分において、募集・࠾用の対象からஉঁのいずれかをഉ
除したり、ঁੑに対してのみະࠗ、ࢠどがいないことなどの条݅を付
けること（உঁޏ用ػձۉ等法第５条）
◆�ྸ制ݶを設けること（厚生労働省ྩで定Ίる例外を除͘）（労働ࡦࢪ
૯合ਪਐ法第̕条）
◆�োがい者であることをཧ༝として、募集・࠾用の対象からഉ除したり、
োがい者に対してのみෆརな条݅を付けること（ো者ޏ用ଅਐ法第34条）

など
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間ظ用ࢼ用定と࠾
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൱ڋ用࠾間とຊظ用ࢼ

用定と定औফ͠࠾用定と定औফ͠࠾

൱ڋ用࠾間とຊظ用ࢼ൱ڋ用࠾間とຊظ用ࢼ

ɹʮ࠾用定ʯとはا業がԠ募者に対して、就労を։࢝する時ظより૬
前にʮ࠾用しますʯと意思ද示をすることですが、例では、࠾用定に
ब労の։࢝時ظまͨޮྗൃੜ時ܾ͕ظまͬている、ղݖΛཹอͨ͠労
働ܖのཱをೝΊているのがあります。
ɹ࠾用定により労働ܖがཱしているҎ上、使用者による定取ফし
（ղݖのߦ使）はղޏにあたり、؍٬తに߹ཧతͳཧ༝と、ࣾձ௨೦上
の૬ੑ͕ඞཁです（େ日本ҹ事݅ɹࡋߴ࠷ত�4�7��0等）。たとえ૬
なཧ༝があるとして、取ফしの時ظ等によͬては、使用者に࠾用աఔに
৴ٛ則ҧがあるとしてଛഛঈのをわれるՄੑあります。
ɹまた、৽規ֶߍଔ業者の定取ফしをߦお͏とする使用者は、ެڞ৬業
҆定ॴٴͼֶߍにそのࢫを通しなければなりませんし、定取ফしの
༰が一定の場合には、ا業໊等のެදがߦわれます。

ɹ使用者は、労働者の就労։࢝から一定のظ間をʮࢼ用ظ間ʯとする場合
があります。ࢼ用ظ間は、࠾用した労働者のޏ用をܧଓすることが適か
ど͏かஅするظ間と͞れ、例ではղݖが使用者にཹอ͞れている労
働ܖのཱをೝΊています（ࡾඛथࢷ事݅ɹࡋߴ࠷ত4��1��1�）。ࢼ用ظ
間中のղޏࢼ用ظ間ຬྃ時のຊ࠾用ڋ൱͕ແ制限にೝΊられるわ͚Ͱ
ͳ͘、ࢼ用ظ間のझࢫɾతにরら͠て؍٬తに߹ཧతͳཧ༝と、ࣾձ௨
೦上の૬ੑ͕ඞཁとղ͞れています。
ɹまた、ࢼ用ظ間தでՃೖ要݅をຬたす場合には、使用者は労働者をޏ
用อݥ、ࣾձอݥ等にՃೖ͞せなければなりません。
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労働基४法

労働ܖ法

労働基४法労働基४法

労働ܖ法労働ܖ法

労働基४法と労働ܖ法

ɹ労働基準法は、ݑ法第�7条第߲̎においてʮۈ労条݅の基準ʯを法で定Ίる
としたことをडけて、労働条݅の࠷基準を定Ί、使用者にേ則付きで法の९
कを求Ίるߦڧ法規です。
ɹしたがͬて、労働ܖは労働基準法等の法ྩにҧする෦分はແޮとなり、法
に定Ίる基準が適用͞れます。例えばʮ時間外労働をして割増賃金を払わな
いʯなどの労働基४法に定Ίる基४にୡ͠ͳいܖΛ݁ΜͰも、ͦの෦分につい
てのޮྗ͋りまͤΜ。͜の߹、労働基४法Ͱ定Ίͨ基४͕適用͞れ、実際
に時間外労働をした場合には、労働者は法ॴ定の割増賃金をडけるݖརがあり、
使用者は法に基ͮいて割増賃金を支払わなければなりません。
ɹ法をԼ回らないൣғで、労働協（107ϖʔδ参র）、就業規則のॱで労働ܖ
に༏ઌします（労働基準法第��条、労働ܖ法第1�条、第13条）。ただし、就業規
則より有རな労働ܖを締結した場合は、その労働ܖが法ྩٴͼ労働協に
しないݶり、労働ܖが༏ઌします（労働ܖ法第̓条、第1�条）。

ɹ労働ܖ法は、労のࣗओతͳަবのԼͰ、労働ܖ͕߹ҙによりཱ͠、ま
ͨมߋされるとい͏߹ҙのݪଇなどを定Ίることにより、合ཧతな労働条݅の
ܾ定またはมߋがԁにߦわれるよ͏にすることを通͡て、労働者のอޢをਤり
つつ、ݸผの労働ؔの҆定にࢿすることをతとして制定͞れています。
ɹ労働ܖ法は、労働ܖの基本ϧʔϧ（第̏条ʙ第５条）、労働ܖの締結（第
̒条、第̓条、第1�条、第13条）、労働ܖのมߋ（第８条ʙ第10条）、労働ܖ
のܧଓ・ऴྃ（第14条ʙ第1�条）、有ظ労働ܖ（第17条ʙ第1�条）にؔするϧʔ
ϧを規定しています。
ɹ労働ܖ法は、േ則規定はありませんが、労働ܖにؔするຽ事తなϧʔϧを
明らかにし、合ཧతな労働条݅のܾ定またはมߋにけて、その事者である労
働者ٴͼ使用者のߦಈをଅすととに、労働৹等によるखଓによりཤߦの֬อ
をࢦすのです。
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ब業نଇΛಡも͏

ɹ就業規則とは、労働時間、賃金、ୀ৬（ղޏ）等の労働条݅や労働者が就業上
कるき規を使用者が定Ίたのです。
ৗ時ø0ਓ以上の労働ऀ（ύʔτλΠϜ労働ऀΛؚΉ）Λޏ用するࣄ業Ͱ、

ब業نଇΛඞͣ࡞͠て、労働基४ಜॺにಧ͚ग़ͳ͚れͳりまͤΜ（労働基
準法第��条）。
ɹまた、労働者が10人ະຬの事業場で࡞した方がましいことはい͏まで
ありません。
ɹ就業規則にॻかなければならないことは、ӈϖʔδのとおりです。
ɹब業نଇの༰、労働基४法の法令ΛԼճͬͨり、ͦのࣄ業Ͱ適用され
る労働ڠ（ø0þϖʔδࢀর）に͠てͳりまͤΜ。
ɹब業نଇ͕労働基४法の法令ΛԼճる߹、ͦの෦分ແޮとͳり、労働
基४法の法令͕適用されます（労働基準法第13条）。
ɹまͨݸผの労働ܖ͕ब業نଇΛԼճる߹、ͦの෦分ແޮとͳり、ब業
ܖ労働）（基४ޮ࠷ଇのنब業）の༰とͳりますܖଇͰ定Ίͨ基४͕労働ن
法第1�条）。
ɹ使用者は、就業規則をৗ時֤࡞業場のݟやすい場ॴにܝ示したり、උえ付けたり、
ॻ໘を労働者にަ付したり、ύιίϯը໘で֬ೝできるよ͏にするなど、労働者
がいつでݟることができるよ͏にしておかなければなりません（पٛ）。
ɹ賃金やҭࣇ・հޢ休業にؔする規定など、特にࡉか͘定Ίる必要がある場合に
は、ෳ数の規則に分割して࡞することできますが、ৗ時10人Ҏ上の労働者を
用する事業場では、すてを労働基準ಜॺにಧけग़るととに、労働者にपޏ
しなければなりません。
ɹ労働ܖ法第̓条では、労働ܖΛక݁する߹に͓いて、用ऀ͕߹ཧతͳ
労働͕݅定Ίられているब業نଇΛ労働ऀにपさͤていͨ߹に、労働ܖ
の༰、ͦのब業نଇͰ定Ίる労働݅によると規定しています。
ɹ厚生労働省では、ྩ݄̒̐の労働条݅明示にかかる制度վਖ਼に合わせて、
労働者が就業規則を༰қに֬ೝできるঢ়ଶにする必要があるとして、Ϟσϧ労働
条݅通ॻにおいてʮ就業規則を֬ೝできる場ॴや方法ʯをࡌهするཝ（̐ϖʔδ
参র）を設けるなどしています。
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ब業نଇに定Ίて͓͖͘͜と

◆ඞͣ定Ίͳ͚れͳらͳい͜と
（ઈରతඞཁ߲ࣄࡌه）

後࢈前࢈、有給休暇࣍時間、休日、休暇（ܜ休、ࠁ業・ऴ業時࢝˓
休業、ҭࣇ・հޢ休業法によるҭࣇ休業、հޢ休業等をؚΉ）、ަ替
制における就業時సにؔすること
˓賃金のܾ定、計算ٴͼ支払の方法、締りٴͼ支払の時ظ、ঢ給に
ؔすること
˓ୀ৬にؔすること（ղޏの事༝をؚΉ）

のよ͏ͳ定ΊΛする߹に、໌らかに͠ͳ͚れͳらͳい͜と࣍◆
（૬ରతඞཁ߲ࣄࡌه）

˓ୀ৬खの定Ίが適用͞れる労働者のൣғ、ୀ৬खのܾ定、計算
にؔすることظͼ支払の方法、支払の時ٴ
˓ୀ৬खを除͘ྟ時の賃金等（与、ྟ時のख等）ٴͼ࠷賃金
額にؔすること
˓労働者の৯අ、࡞業用そのଞのෛ୲にؔすること
˓҆શٴͼӴ生にؔすること
˓৬業܇࿅にؔすること
ͼ業外のইපැॿにؔすることٴঈิࡂ˓
˓දজٴͼ制ࡋのछྨٴͼఔ度にؔすること
˓この΄か、֘事業場の労働者すてに適用͞れる定Ίをする場合
は、これにؔすること

ब業نଇに定Ίて͓͖͘͜とब業نଇに定Ίて͓͖͘͜と
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ब業نଇの༰Λม͑るに

就業規則を࡞したり、มߋしたりするときは、用ऀͦのࣄ業の
労働ऀのաͰ৫する労働߹、ͦれ͕ͳい߹労働ऀのաΛ
代දするऀ（ա代දऀ）のҙݟΛௌ͖、ͦのҙݟॻΛ͚ての労
働基४ಜॺにಧ͚ग़ͳ͚れͳりまͤΜ（労働基準法第��条、第�0条、
ա数代ද者については30ϖʔδ参র）。この規定にҧした場合は、േ則
が設けられています。
就業規則を࡞またはมߋするときは、労使でよ͘し合い、法ྩをकり、

৬場の実ଶに合͏よ͏な༰にվળしてい͘ことがまれます。
ա数労働合やա数代ද者は、就業規則の༰に対してೲ得できな

ければ、対・मਖ਼の意ݟをड़ることができます。
˓ύʔτλΠϜ労働者・有ޏظ用労働者にؔする就業規則を࡞・มߋするときは、
ύʔτλΠϜ労働者・有ޏظ用労働者のա数を代දするとೝΊられる者の意
。（用労働法第̓条ޏظύʔτλΠϜ・有）をௌ͘よ͏Ίなければなりませんݟ
˓ݣ労働者はݩݣの就業規則が適用͞れます。ݩݣはݣ労働者にؔする
就業規則を࡞・มߋするにあたり、ݣ労働者のա数を代දするとೝΊら
れる者の意ݟをௌ͘よ͏Ίなければなりません（労働者ݣ法第30条の̒）。
労働ܖ法第̕条では、労働ऀとの߹ҙ（˞）ͳ͘、Ұํతͳब業نଇの

มߋにより、労働ऀにෆརӹͳ労働݅のมߋͰ͖ͳいと定Ίています。
ただし、ܦӦঢ়گのۃなѱԽ等により労働条݅をҡ࣋することがࠔな
場合には、ᶃมޙߋのब業نଇΛ労働ऀにपさͤる͜と、ᶄม͕ߋ߹ཧ
తͳものͰ͋る͜ととい͏条݅をຬたせば、就業規則のมߋができます。
そのมߋが合ཧతなのであるかど͏かは、労働ऀのड͚るෆརӹのఔ、
労働݅のมߋのඞཁੑ、มޙߋのब業نଇの༰の૬ੑ、労働߹
とのަবのঢ়گͳͲにরらしてஅ͞れます（労働ܖ法第10条、14ϖʔ
δ参র）。
˞賃金やୀ৬金にかかる労働条݅のมߋにؔする労働ऀの߹ҙの༗ແについては、ෆརӹの༰のఔ度や労働
者のใఏڙ・આ明の༰等にরらし、労働者のࣗ༝な意思に基ͮいて͞れたとೝΊられる合ཧతなཧ༝
が؍٬తにଘࡏするか否かとい͏؍からஅ͞れます。（ࢁསݝຽ৴用合事݅ɹࡋߴ࠷ฏ�����1�）
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ɹなお、労働ܖにおいて、労働者ٴͼ使用者が就業規則のมߋによͬて
はม͞ߋれない労働条݅として合意していた෦分については、มߋのޮྗ
がٴͼません（労働ܖ法第10条ただしॻ）。

ब業نଇのಧग़ྫ

◆ब業نଇにରするҙݟॻྫ

◆ब業نଇಧྫ

ब業نଇのಧग़ྫब業نଇのಧग़ྫ

意ɹݟɹॻ
ɹ˓˓˓ࣜגձࣾ
ɹɹ代ද取締ࣾɹ˓˓˓˓ɹ఼

ɹ˓݄˓日ఏҊのあͬた就業規則については、࣍の事߲につきվਖ਼するよ͏ݕ
。はありませんݟいます。なお、そのଞの事߲については、意ئ౼
ɹ１ɹ第˓条ؔɹ５日間のՆق࿈ଓ休暇を10日間にすること
ɹ̎ɹ第˓条ؔɹ定を�0ࡀからࡀ��にԆすること
ɹ˓˓˓݄˓日
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ˓˓˓労働合
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹࣥߦҕһɹ˓˓˓˓

（બग़の方法：ա数労働合）

就業規則（มߋ）ಧ
ɹ˓˓労働基準ಜॺɹ఼
ɹこのたͼࣾ就業規則をఴ付のとおり定Ίましたので、ؔෟଐ規定ٴͼա
数労働合の意ݟॻをఴえおಧけします。
ɹ˓˓˓݄˓日
ɹ事業ॴのॴࡏɹ˓˓ࢢ˓˓ொ˓൪
ɹ事業ॴの໊শɹɹ˓˓˓ࣜגձࣾ˓˓支ళ
ɹ使用者の৬໊ࢯɹ代ද取締ࣾɹ˓˓˓˓
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賃金労働݅のりԼ͛

労働݅とは、労働ܖؔにおける労働者の۰の一（賃金、労働時間、
休ܜ、休日、休暇など）をいいます。労働条݅のมߋのなかで、賃金ਫ準のμ
ϯ、労働時間のԆ、γϑτのݮগなどは、労働݅のりԼ （͛ෆརӹมߋ）
にあたります。
ɹ使用者が労働条݅をりԼげる場合、ᶃݸผに労働者のಉ意を得る、ᶄ就業規
則のมߋ、ᶅ৽たな労働協の締結とい͏方法があります。
りԼげがߦわれる場合は、労働݅のมߋΛΊ͙ͬてτϥϒϧにͳらͳいよ

͏に、労े͕分に͠߹͏͜と͕େです。
がىきたら、まず労働ܖ、就業規則、労働協の༰を֬かΊましΐ͏。

߹ผに労働ऀのಉҙΛಘるݸ

労働ܖ法第８条では、ʮ労の߹ҙʯに基͖ͮ労働ܖΛมߋͰ͖るとして
います。用ऀ͕ҰํతにりԼ͛Λ௨͠ても、労働ऀຊਓ͕ಉҙ͠ͳい限り
。ଋྗ͋りまͤΜ߆
◆ಉҙΛഭられている߹
いͬたんಉ意してしま͏とݩにすのはかなりࠔなので、労働者は৻ॏに対

ॲし、มߋཧ༝、代ঈાஔ、ଞの労働者のॲ۰等、े分なઆ明をडけることが
まれます。ど͏してೲ得できない場合、ڋ否するとい͏બ一つの方法です。
◆ಉҙΛ͠て͠まͬͨ߹
ಉ意༰が、法ྩ、労働協、就業規則にҧしていれば、ಉ意がແޮとなり

ます。ಉ意が、ڧ、ٗ、ޡࡨഭ、ެংྑଏҧのとにな͞れたのであれば、
ແޮや取ফしをओுできる場合があります。
なお、人事ҟಈなど使用者が労働条݅をมߋすることについて、あらか͡Ί労
働者がಉ意（แׅతಉ意）していた場合には、มߋにԠ͡なければならないこと
があります。

ब業نଇのมߋによる߹

就業規則のมߋによる労働条݅のҰํతͳෆརӹมߋݪଇと͠てͰ͖まͤ
Μ（øøϖʔδࢀর）。࣍のνΣοΫϙΠϯτを֬ೝして͘だ͞い。

ผผݸݸ

बब業業
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◆ब業نଇによる労働݅りԼ͛のνΣοΫϙΠϯτ
˘ มߋのखଓ適ਖ਼かʁ
事業場でৗ時10人Ҏ上の労働者を使用する使用者は、就業規則をมߋする場合には、

労働者代දの意ݟをௌいた͏え、その意ݟॻをఴ付して労働基準ಜॺにಧけग़ること
がٛ付けられています（労働基準法第��条、第�0条）。
˘�労働ऀにपされているかʁ
˘ ༰߹ཧతかʁ
就業規則がෆརӹにม͞ߋれて、法ྩや労働協にҧする෦分があれば、その෦

分には߆ଋ͞れません。また、ҧしない෦分について、มߋしたことに合ཧੑがな
ければ߆ଋ͞れません（労働ܖ法第̕条、第10条、第13条）。
ʲมߋの߹ཧੑのஅ基४ʳ
࢛のよ͏なをओな要ૉとして合ཧੑの有ແがஅ͞れています。（第࣍、等ではࡋ

（ฏ������等ࡋߴ࠷事݅ɹߦۜ
ɹ˘ มߋに必要ੑがあるか。ɹɹɹ ˘ ෆརӹのఔ度はどの͘らいか。
ɹ˘ 代ঈાஔ・ݟฦりがあるか。 ɹ˘ 特定のみがෆརӹをඃらないか。
ɹ˘ ˘。աાஔ、ܹม؇ાஔがあるかܦ ಉ業ଞࣾとൺֱしてど͏か。ɹɹ
ɹ˘ 労働合はಉ意したか。ɹɹɹɹ ˘ ଟ数の労働者がࢍしているか。
ɹ˘ 労働者にใఏڙをߦい、े分にઆ明したか。

労働ڠのక݁による߹

◆適用とͳるରऀ
˓労働条݅をมߋする労働協を締結した労働合の合һ
。則として৽労働協が適用になりますݪ

˓ଞの労働合の合һ
。則として৽労働協の適用はありませんݪ

˓ඇ合һ
則として৽労働協の適用はありませんが、協締結労働合の৫率が̐分の̏ݪ
Ҏ上の場合は、適用となることがあります（労働合法第17条、第1�条）。
◆ͦのଞのνΣοΫϙΠϯτ
ɹ˘ 協締結のखଓは適か。ɹɹɹɹ˘ 法ྩҧ、ެংྑଏҧはないか。
ɹ˘ 特定のまたは一෦の合һをघߋෆརӹに取りѻ͏ことをతとしていないか。

）7��3��ฏ݅࠷ߴࡋ事ݥอ上ւࡂՐ日ே（

労労働働
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نとռ

ن

ɹձࣾが適ਖ਼にӡӦ͞れるたΊに、労働者にकͬてらわなければならな
いϧʔϧのことをنといいます。事業場すての労働者に適用͞れ
る規は、就業規則に明هすることによͬて、労働者にその९कをٛ
付けることができます。
規の༰は、法తに適ਖ਼で、ެংྑଏにせず、ࣾձతにଥで

ある必要がありますが、۩ମతにはそれͧれの事業場の事にԠ͡て定Ί
られています。なお、規にॻかれるओな事߲としては、࣍のよ͏な
のがあります。

ᶃ૯ׅత事߲
ձࣾのॾ規則等の९क、上࢘の໋ྩࢦ示に対するैٛ、৬に対す

るઐ೦ٛなど
ᶄ就業にؔする事߲
ै業һূのఏ示、ߦܞのۈ、ݕதの৬場ࢭېなど

ᶅࢪ設、のཧ・อશؔ
ձࣾࢪ設・のഁଛࢭ、ձࣾのࢲ用・࣋ग़ࢭېなど

ᶆै業һたるҐにؔする事߲
業上のൿີอٛ࣋、ݸ人ใの࿙Ӯࢭې、業にؔ࿈してଞ人から

金をडけ取ることのࢭېなど
ᶇηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ、৷・ग़࢈・ҭࣇ休業等にؔするϋϥεϝ
ϯτ、ύϫʔϋϥεϝϯτ、そのଞの人֨ݖ৵（いわΏる৬場のい͡
Ίなど）のࢭې

ռ

ռॲ分は、使用者がا業டংをҡ࣋するたΊに設けた規や使用
者のࢦ示・໋ྩにҧした場合などに、使用者が労働者に制ࡋേとしてՊ
すॲ分です。ռ制度を定Ίる場合は、就業規則にռ事༝、ռのछ ・ྨ
ఔ度を定Ίなければなりません（労働基準法第��条第̕߸）。
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ɹձࣾが適ਖ਼にӡӦ͞れるたΊに、労働者にकͬてらわなければならな
いϧʔϧのことをنといいます。事業場すての労働者に適用͞れ
る規は、就業規則に明هすることによͬて、労働者にその९कをٛ
付けることができます。
規の༰は、法తに適ਖ਼で、ެংྑଏにせず、ࣾձతにଥで

ある必要がありますが、۩ମతにはそれͧれの事業場の事にԠ͡て定Ί
られています。なお、規にॻかれるओな事߲としては、࣍のよ͏な
のがあります。

ᶃ૯ׅత事߲
ձࣾのॾ規則等の९क、上࢘の໋ྩࢦ示に対するैٛ、৬に対す

るઐ೦ٛなど
ᶄ就業にؔする事߲
ै業һূのఏ示、ߦܞのۈ、ݕதの৬場ࢭېなど
ᶅࢪ設、のཧ・อશؔ
ձࣾࢪ設・のഁଛࢭ、ձࣾのࢲ用・࣋ग़ࢭېなど
ᶆै業һたるҐにؔする事߲
業上のൿີอٛ࣋、ݸ人ใの࿙Ӯࢭې、業にؔ࿈してଞ人から

金をडけ取ることのࢭېなど
ᶇηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ、৷・ग़࢈・ҭࣇ休業等にؔするϋϥεϝ
ϯτ、ύϫʔϋϥεϝϯτ、そのଞの人֨ݖ৵（いわΏる৬場のい͡
Ίなど）のࢭې

ռ

ռॲ分は、使用者がا業டংをҡ࣋するたΊに設けた規や使用
者のࢦ示・໋ྩにҧした場合などに、使用者が労働者に制ࡋേとしてՊ
すॲ分です。ռ制度を定Ίる場合は、就業規則にռ事༝、ռのछ ・ྨ
ఔ度を定Ίなければなりません（労働基準法第��条第̕߸）。
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ɹ労働ܖ法第1�条では、ռ、؍٬తに߹ཧతͳཧ༝Λ͖ܽ、ࣾձ௨
೦上の૬ੑ͕ೝΊられͳい߹、ͦのݖརΛཞ用ͨ͠ものと͠てແޮ
とすると定Ίています。使用者がռॲ分を͏ߦには、࣍の要݅が必要です。

ᶃռの͕ࠜ͋ڌる͜と
ռ事༝とこれに対するռのछྨ・ఔ度が就業規則に定Ίられ、प

͞れていることが必要です。
ᶄռࣄ༝に֘する͜と
ռの対象となるߦҝが就業規則のռ事༝に֘し、؍٬తに合ཧత

なཧ༝があるとೝΊられなければなりません。
ᶅ૬ੑ͕͋る͜と
ɾॲ分ཧ༝とͳͬͨنҧߦҝ、ॲ分のఔに૬するものでな
ければなりません。ռॲ分には、ܰい方から、ռࠂ、ᩅ（けんせき）、
といͬたのޏռղ、ޏղ（Ώし）ࢫ་、ࢭఀۈ給（˞）、߱֨、ग़ݮ
があります。ռॲ分は、ռ事༝とのόϥϯεを৻ॏにஅしなけれ
ばならず、ෆՄྗ߅によるࠁやࠣࡉなϛεఔ度でただͪにռをՊす
のはռݖのཞ用にあたります。
・特ผなཧ༝ないのに、人やձࣾのҐによͬてॲ分のॏ͞をมえた
り、ઌ例にした取ѻいをしてはいけません（ฏऔѻい）。
・ॲ分खଓ、適ਖ਼かつެฏͳものͰͳ͚れͳりまͤΜ。ʮ本人にห明
のػձを与えるʯʮཧ༝をはͬきり͞せ、そのূڌを明らかにするʯʮॲ
分に対するෆがあればそれをެਖ਼にݕ౼するʯといͬたखଓが就業規
則等に定Ίられているのに、それにҧした場合はݖརのཞ用としてແ
ޮと͞れることがあります。
・ռ事༝ൃ生から૬ظ間ܦաした後にߦわれたռॲ分は、ݖརのཞ
用としてແޮと͞れることがあります。
の制限ࡋの制څݮ˞
ɹݮ給の制ࡋは、１回の制ࡋ事Ҋに対するݮ給額がฏۉ賃金（�0ϖʔδ参র）の１日
分の額を超えてはならず、また、一賃金支払ظにおいてෳ数の制ࡋ事Ҋがある場合
に、ݮ給額૯額が֘賃金支払ظにおける賃金૯額の10分の１を超えてはなりませ
ん（労働基準法第�1条）。
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ɹい৬場生׆のなかでは、事の༰やۈ場ॴがมわる場合あり、このよ
͏なҟಈをஔస（స）といいます。ྩ݄̒̐より、労働ܖ締結	また
はߋ৽
時の労働条݅明示において、స等によりมわり得る就業場ॴ・業のൣ
ғについてॻ໘等による明示が必要と͞れています。
ɹసを໋ずるにあたͬては、労働協や就業規則等にࠜڌ規定を設けるとと
に、労働者のෆརӹが࠷খݶになるよ͏ྀすることが必要です。స໋ྩが
ᶃ業上の必要ੑがଘしない場合、ᶄෆなಈػ、తに基ͮ͘場合、ᶅ労働
者が通ৗडすきఔ度をஶし͘超える場合等には、స໋ྩݖのཞ用としてແ
ޮとなります（அみを示した例として、౦ѥϖΠϯτ事݅ɹࡋߴ࠷ত
�1�7�14）。
ɹまた、ଞのձࣾにग़（ࡏ੶ܕग़）を໋ずるέʔεあるかしれません。
則として労働者のಉ意が必要ですが、使用者はあらか͡Ί労働協や就業規則ݪ
等に規定を設け、ᶃग़ઌのൣғやظ間、ᶄग़खଓ、ᶅग़事༝、ᶆग़に
͏労働条݅や賃金の取ѻい、ᶇ෮ؼの取ѻいなどを定Ίてお͘ことにより、これ
をࠜڌにग़を໋͡ることができます。
ɹただし、労働ܖ法第14条では、ग़ྩ໋が、その必要ੑ、対象労働者のબ定
にる事そのଞの事にরらして、そのݖརをཞ用したのとೝΊられる場合
にはແޮとなると定Ίています。
స੶（Ҡ੶ܕग़）の場合は、いͬたんࡏݱのձࣾをୀ৬してผのձࣾと労働

ผのಉ意を得ることが必要と͞れまݸを締結することになります。労働者にܖ
す。

ɹなお、స໋ྩやग़ྩ໋が法で͞ࢭېれているෆརӹ取ѻい（��ϖʔδ参
র）やݖརཞ用にあたる場合は、ແޮとなります。

సɾग़、企業࠶ฤの߹ʗ休৬制と

��

సɾग़、企業࠶ฤの߹ʗ休৬制と

い৬場生׆のなかでは、事の༰やۈ場ॴがมわることがあるか
しれません。このよ͏なҟಈをஔస（స）といいますが、ෆ׳れな
事に就いたり、ॅډをҠ͞なければならないよ͏なసは、労働者の生׆に
େきなӨڹを与えます。
ɹసを໋ずるにあたͬては、労働協や就業規則等にࠜڌ規定を設けると
とに、労働者のෆརӹが࠷খݶになるよ͏ྀすることが必要です。స
໋ྩがᶃ業上の必要ੑがଘしない場合、ᶄෆなಈػ、తに基ͮ͘場合、
ᶅ労働者が通ৗडすきఔ度をஶし͘超える場合等には、స໋ྩݖのཞ
用としてແޮとなります（அみを示した例として、౦ѥϖΠϯτ事
݅ɹࡋߴ࠷ত�1�7�14）。
また、ଞのձࣾにग़（ࡏ੶ܕग़）を໋͡られることあるかしれま

せん。使用者は、労働協や就業規則等に規定を設け、ᶃग़ઌのൣғやظ間、
ᶄग़खଓ、ᶅग़事༝、ᶆग़に͏労働条݅や賃金の取ѻい、ᶇ෮ؼの
取ѻいなどを定Ίてお͘ことにより、これをࠜڌにग़を໋͡ることができ
ます。
ただし、労働ܖ法第14条では、ग़ྩ໋が、その必要ੑ、対象労働者の

બ定にる事そのଞの事にরらして、そのݖརをཞ用したのとೝΊら
れる場合にはແޮとなると定Ίています。
స੶（Ҡ੶ܕग़）の場合は、いͬたんࡏݱのձࣾをୀ৬してผのձࣾと

労働ܖを締結することになりますので、労働者のݸผのಉ意が必要です。
ただし、ೖࣾ時にؔ࿈ձࣾのҠ੶あることをྃղしていた場合に、վΊ
て本人のಉ意を得ていな͘てҠ੶ग़ྩ໋がೝΊられたέʔεがあります。

なお、స໋ྩやग़ྩ໋が法で͞ࢭېれているෆརӹ取ѻい（��ϖʔ
δ参র）やݖརཞ用にあたる場合は、ແޮとなります。

ؔྩ໋شࢦ
をؚΉҰ෦の
労働ܖؔ

基ຊ的な
労働ܖؔ
ҡ࣋（ࡏ੶）

୯ಠの
労働ܖؔ

（ೋॏの労働ܖؔ）

労働ܖऴྃ

（ୀ৬とޏ用がಉཱ࣌）

出向ܖ 出向ܖ
出 向 ݩ

労 働 者 労 働 者

出 向 ݩ 出 向 ઌ出 向 ઌ

出向（ࡏ੶ܕ出向） స੶（Ҡ੶ܕ出向）
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సɾग़、企業࠶ฤの߹ʗ休৬制と

い৬場生׆のなかでは、事の༰やۈ場ॴがมわることがあるか
しれません。このよ͏なҟಈをஔస（స）といいますが、ෆ׳れな
事に就いたり、ॅډをҠ͞なければならないよ͏なసは、労働者の生׆に
େきなӨڹを与えます。
ɹసを໋ずるにあたͬては、労働協や就業規則等にࠜڌ規定を設けると
とに、労働者のෆརӹが࠷খݶになるよ͏ྀすることが必要です。స
໋ྩがᶃ業上の必要ੑがଘしない場合、ᶄෆなಈػ、తに基ͮ͘場合、
ᶅ労働者が通ৗडすきఔ度をஶし͘超える場合等には、స໋ྩݖのཞ
用としてແޮとなります（அみを示した例として、౦ѥϖΠϯτ事
݅ɹࡋߴ࠷ত�1�7�14）。
また、ଞのձࣾにग़（ࡏ੶ܕग़）を໋͡られることあるかしれま

せん。使用者は、労働協や就業規則等に規定を設け、ᶃग़ઌのൣғやظ間、
ᶄग़खଓ、ᶅग़事༝、ᶆग़に͏労働条݅や賃金の取ѻい、ᶇ෮ؼの
取ѻいなどを定Ίてお͘ことにより、これをࠜڌにग़を໋͡ることができ
ます。
ただし、労働ܖ法第14条では、ग़ྩ໋が、その必要ੑ、対象労働者の

બ定にる事そのଞの事にরらして、そのݖརをཞ用したのとೝΊら
れる場合にはແޮとなると定Ίています。
స੶（Ҡ੶ܕग़）の場合は、いͬたんࡏݱのձࣾをୀ৬してผのձࣾと

労働ܖを締結することになりますので、労働者のݸผのಉ意が必要です。
ただし、ೖࣾ時にؔ࿈ձࣾのҠ੶あることをྃղしていた場合に、վΊ
て本人のಉ意を得ていな͘てҠ੶ग़ྩ໋がೝΊられたέʔεがあります。

なお、స໋ྩやग़ྩ໋が法で͞ࢭېれているෆརӹ取ѻい（��ϖʔ
δ参র）やݖརཞ用にあたる場合は、ແޮとなります。
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企業࠶ฤと労働ܖのঝܧ

ฤには、ձࣾ法等に基ͮき、ձࣾ分割、事業ৡ、合ซといͬた࠶業৫のا
ଶ༷がありますが、こ͏した৫のมಈは労働者のޏ用や労働条݅にେきなӨڹ
を与えることগな͘ありません。
ձࣾ分割における労働者อޢのたΊ制定͞れたʮ労働ܖঝܧ法ʯでは、ձࣾ

分割に際しての労働ܖのঝܧ、労働者の事前通、一定の労働者にҟٞのਃ
ग़のػձを設けること、労働協のঝܧにؔすることを定Ίるととに、労働者
のཧղと協ྗを得るྗٛ定Ίています。
また、ࣄ業ৡや߹ซについてはʮ事業ৡຢは合ซを͏ߦにたͬてձࣾ等

がཹ意すき事߲にؔするࢦʯにより、使用者に対し労働合や労働者との事
前の協ٞ等をଅしています。

休৬制

ձࣾによͬては、පؾ休৬、事ۈܽނ休৬、ىૌ休৬、ग़休৬など༷ʑなཧ
༝による休৬の制度をஔいている場合があります。これらは、Կらかのཧ༝で、
労働者がܖどおりに働͘ことができなかͬたり、働かせることができない場合
に、一定のظ間を定Ίて、その間、ै業һのҐをܧଓ͞せたままその就労のٛ
を໔除またはࢭېするのです。
ձ͕ࣾ休৬のાஔΛとるͨΊに、ब業نଇͰͦのཁ݅खଓΛ定Ίるか、

労働ऀとのݸผの߹ҙ͕ඞཁͰす。休৬ظ間の賃金の取ѻい就業規則等で定Ί
ることになりますが、ձࣾٴͼ休৬事༝によͬて、賃金がશ͘支払われない場合、
一෦支払われる場合などがあります。
なお、業外の事༝によるපؾやέΨで働͘ことができず、ྍཆのたΊに࿈ଓ

して̏日を超えて休み、賃金が支払われない場合、݈߁อݥのඃอݥ者であれば、
ইපख金をड給することができます（133ϖʔδ参র）。
休৬の事༝がな͘なͬた場合、વに෮৬となるか、使用者が෮৬ાஔを͡ߨ

ては͡Ίて෮৬となるか、また、休৬ظ間がຬྃした場合વにୀ৬なのか、ղ
。事༝の一つとするかは、就業規則等の定Ίによりますޏ

企業࠶ฤと労働ܖのঝܧ企業࠶ฤと労働ܖのঝܧ

休৬制休৬制

පؾ休৬者等について、厚生労働省ではྍ࣏と事のཱ྆や休৬からの෮ؼを支ԉするたΊ
に、࣍のよ͏なΨΠυϥΠϯ・ख引きをެදしています。
ԉのたΊのΨΠυϥΠϯ（ྩ݄̒̏൛）ࢧのཱ྆ࣄとྍ࣏に͓͚るۀࣄ˓

IUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�DPOUFOU�11���������1�������QEG
˓৺の݈߁によりۀٳした労働者の৬෮ࢧؼԉの手Ҿき（��������൛）

IUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�DPOUFOU������1�1��QEG
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賃金ࢧのݪଇ、休業ख、ฏۉ賃金

ɹ賃金や給ྉといͬた໊শにかかわらず、労働のରঈと͠て用ऀ͕労働ऀに
、͏すてのもの労働基४法上のʮ賃金ʯです。ୀ৬金や結ࠗॕ金などࢧ
労働ܖ、就業規則、労働協等であらか͡Ί支給条݅が明らかなのは、労
働基準法上の賃金となります。
ɹ労働者の生׆を支える賃金が֬実に支払われるよ͏に、労働基४法ୈùûͰ
、賃金ݪଇと͠て、ᶃ௨՟Ͱ、ᶄ働いているຊਓに、ᶅͦのશֹΛ、
ᶆຖ月１ճ以上、ᶇҰ定のظ日にࢧわͳ͚れͳらͳい（賃金ࢧの５ݪଇ）
としています。なお、࣍のとおり例外事߲あります。

◆௨՟いのݪଇと例外
ɹ賃金は、通՟（ݱ金）で支払͏のがݪ則です。
ɹ˓法ྩまたは労働協でผに定Ίがある場合は、通՟Ҏ外で支払͏ことできます。
ɹ˓ۜߦの༬ஷ金࠲ޱまたはূ݊૯߹࠲ޱのৼࠐは、ᾇݸʑの労働者の意思に基ͮき

労働者ࢦ定の本人໊ٛの࠲ޱにৼりࠐまれること、ᾈ賃金の計算ॻをަ付すること、
ᾉ支払日の午前10時ࠒまでに引きग़せること等の要݅をຬたす場合はՄです。これ
にՃえ、ྩ５݄̐よりްੜ労働େਉのࢦ定Λड͚ͨࢿ金Ҡಈ業ऀの࠲ޱのࢧ
い（いわゆるσδλϧい）Մとなりました。σδλϧ払いを適用するには、労
使協定の締結の΄か、使用者が労働者に対し、ॴ定の事߲をઆ明した͏えでݸผのಉ
意を得ること等の要݅があります。

ɹ˓ୀ৬खについては、労働者のಉ意がある場合は、上هの࠲ޱৼࠐ等の΄かۜߦৼग़
খख、༣ศҝ替等で支払͏ことができます。

◆いのݪଇと例外
賃金は、労働者本人に支払͏のがݪ則です。労働者が意にཔんだ代ཧ人や法定代
ཧ人（ݖ者等）には支払えません。たとえະ者であͬて、や後ݟ人が代わͬ
てडけ取ることはできません。
ɹ˓労働者のපۈܽؾதに、Ոが使者（代ཧ等の法ݶݖを࣋たない者）として賃金を

डけ取るなど、例外としてೝΊられる場合があります。
◆શֹいのݪଇと例外
ɹ賃金は、支払ظが౸དྷしているのについて、શ額支払͏のがݪ則です。
ɹ˓੫金、ࣾձอݥྉ、ޏ用อݥྉなど法ྩでผに定Ίがある場合や、ກձඅ等のఱ引

きにؔする労使協定がある場合は、賃金の一෦を差し引͘ことができます。
◆ຖ月１ճ以上いのݪଇと例外
与などྟ時ののを除き、賃金はຖ݄１日から݄までの間にগな͘と１回Ҏ上支
払わなければなりません。
◆Ұ定ظ日いのݪଇと例外
与などྟ時ののを除き、賃金はʮ݄の日ʯのよ͏にपظతに౸དྷする特定ظ日をܾ
Ίて支払わなければなりません。ʮຖ݄1�日から�0日までの間ʯやʮຖ݄第༵̎日ʯなど
。日が特定しない、あるいは݄̓日のൣғでมಈするよ͏な定Ίをすることはできませんظ
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賃金ࢧのݪଇ、休業ख、ฏۉ賃金
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す͖休業と休業खؼ用ऀのに

ɹ使用者のܦӦ・ཧ上の合で労働者を休業͞せる場合、使用者のにؼす
き事༝がނ意・աࣦによるのであれば、労働者には、その間の賃金શ額を
求するݖརがあります（ຽ法第�3�条第߲̎）。
ɹ労働基準法第��条では、休業खとして、গな͘とฏۉ賃金（Լࢀهর）
の̒割以上を支払͏よ͏規定していますが、これはあ͘まで࠷基準を定Ί
るのであり、労働者によるશ額求のݖརを否定するのではありません。
ɹなおʮ使用者のにؼすき事༝ʯについて、ຽ法ではނ意・աࣦ（または
৴ٛ則上これとಉ一ࢹすき事༝）と͞れていますが、労働基準法第��条では
それよりܦ、͘Ӧ・ཧ上のোをؚみ、ఱࡂมなどෆՄޮྗによる
のはؚまないと͞れています。

◆ग़དྷߴいのอোڅ
ɹग़དྷߴ払制そのଞのෛ制で使用͞れる労働者の賃金については、使用者は
労働時間にԠ͡、一定額の賃金のอোをしなければなりません。อো給の額に
ついての規定はありませんが、ৗに通ৗの実ऩ賃金とあまりִたらないఔ度の
ऩೖがอো͞れるよ͏にอো給の額を定Ίることと͞れています。

す͖休業と休業खؼ用ऀのにす͖休業と休業खؼ用ऀのに

ฏۉ賃金の計算ํ法

平均金　�　

˞金క日がある場合は、事由ൃ生日のલの金క日から起算します。
˗金૯ֹからআ外されるの

臨時にࢧわれた金（ୀ৬金）、３か月を超える期間ごとにࢧわれる金（
༩）なͲ

˗金૯ֹ及び૯日数（算定期間）からআ外されるの
業務上のইපによる休業期間、࢈લޙ࢈休業期間、༻者のめによる休業期間、
ҭࣇ・հޢ休業期間、ࢼ༻期間

保োについて࠷˗
日څ、時間څ、ग़དྷߴ制ͦのଞのෛ制の場合は、࣍により࠷保োֹを算定します。

ˋ保োֹ　ʹ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ʷ　60࠷

なお、月、िͦのଞҰ定の期間によͬて定められた金とのซڅの場合、いわΏる
月څ日څ制でܽۈによりֹݮされる場合は、これとҟなります。

事由ൃ生日（˞）以લ３か月間にࢧわれた金૯ֹ
事由ൃ生日（˞）以લ３か月間の૯日数

事由ൃ生日以લ３か月間にࢧわれた金૯ֹ
事由ൃ生日以લ３か月間の労働日数

ۚ


�� ��



��

賃金͕ࢧわれͳい

賃金は、労働基準法で定Ίる５つのݪ則（1�ϖʔδ参র）に基ͮき支払
われます。労働者がୀ৬したり、͘なͬた場合の࠷後の給ྉは、本人や
૬ଓ人から求があͬた場合、求から̓日Ҏに支払わなければなりま
せん（労働基準法第�3条）。ただし、ୀ৬金について、就業規則等で支給ظ
日が定Ίられている場合は、その定Ίによります。
しかし、ݱ実には、ձࣾのܦӦなどのཧ༝から賃金等が支払われない

場合があります。このよ͏な賃金ະ払に対しては、賃金のछྨ、金額、
ཧ༝、支払ࠜڌなどをे分֬ೝ（࣍のʮओなνΣοΫϙΠϯτʯ参র）し、
まずはձࣾଆとし合ͬてみましΐ͏。また、ӈϖʔδのよ͏な対ॲ方法
ありますので、ղܾの参考にして͘だ͞い。

˓賃金が支払われたら、金額や計算がਖ਼しいかを給与明ࡉॻ等で֬ೝしま
しΐ͏。また、給与明ࡉॻ等はগな͘と̏はอしましΐ͏。
˓いわΏる固定残業代制（3�ϖʔδ参র）の場合、実際に働いた残業等
の時間数について労働基準法や就業規則等の割増率を適用して計算し、
その額が固定残業代の支給額を上回る場合には、差額をະ払賃金として
求できます。

◆ओͳνΣοΫϙΠϯτ
ɹ˘�ະ払の金額、支払時ظはʁ
ɹ˘�支払のࠜڌ規定（就業規則、賃金規定、労働ܖॻなど）はʁ
ɹ˘�時ޮになͬていないかʁ
ɹɹ・賃金（令和２（ù0ù0）年４月１日以ޙに支払ظ日が౸དྷしたの）のফ໓

時ޮは３年です。
ɹɹ・ୀ৬金のফ໓時ޮは５です。
ɹ˘�ະ払のཧ༝・ݪҼはʁ
ɹ˘�賃金ମܥ、賃金߲はど͏なͬているかʁ
ʲ残業代の場合ʳ
ɹ˘�賃金の୯Ձや割増率などの計算方法に૪いはないかʁ
ɹ˘�残業時間ははͬきりしているかʁ
ʲϘʔφεやୀ৬金の場合ʳ
ɹ˘�支給条݅は、労働協、就業規則、労働ܖ等ではͬきりしているかʁ
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賃金ະのରॲํ法

１ 労働ηϯλʔの૬ஊ
使用者とし合͏前に、労働ηϯλʔに૬ஊすれば、をཧし、ঢ়گに

Ԡ͡たΞυόΠεをडけることができます。
２ɹ労働基४ಜॺのਃࠂ
賃金ະ払は、労働基準法ҧになるので、労働基準ಜॺにਃࠂし、έʔεに

Ԡ͡て使用者にࢦಋ等をしてら͏ことができます。
３ ࢈の߹のཱସ制
ɹˠ7�、7�ϖʔδ参র
４ ௐఀ
ɹະ払になͬている一定の金額の支払などを求Ίること（ਃཱのझࢫ）やਃཱの
ཧ༝をௐఀਃཱॻにࡌهして、؆қࡋॴにఏग़します。ࡋॴは、ௐఀظ日を
ܾΊて૬ख方をݺग़し、方の合意による支払ができるかど͏か、ௐのྗを
して͘れます。
５ɹ労働৹
ɹ労働৹（ࡋ）１໊と労働৹һ໊̎で৫͞れた労働৹ҕһձが、
み、合いがつかࢼ日で、合いによるղܾ（ௐఀ）をظ則として̏回Ҏのݪ
ない場合は、ݖརؔ౿まえた৹をߦいます。৹にҟٞਃཱがあれば、通
ৗૌুのखଓにҠߦします。本人だけでは׆用しに͘͘、ห࢜ޢ等のґཔが
ましいखଓです。
̒ ಜଅࢧ
、がਃཱॻを৹ࠪし、૬ख方に支払ಜଅをૹ付します。૬ख方がهॴॻࡋ

ಜଅにしたがͬて支払えばతはୡ͞れますが、ҟٞਃཱがあれば、通ৗૌু
のखଓにҠߦします。૬ख方がਃཱॻの༰等について૪ͬている場合などには
ར用しに͘いखଓです。
̓ গֹૌু
�0ສԁҎԼの金મ支払求について、通ৗૌুより؆қ・ਝなղܾをਤる

制度です。の؆қࡋॴには、給ྉ支払求のૌঢ়のͻなܗあり、本人で
ૌুによる求がしやすいよ͏になͬています。ݪ則として１回の৹ཧで結
（ղまたはܾ）がग़͞れますので、৹ཧ前にূڌॻྨをえ、日は必要な
ূ人を࿈れてい͘など、ೖ೦な準උが必要です。૬ख方がこのखଓによることに
対した場合等には、通ৗૌুのखଓにҠߦします。
̔ ௨ৗૌু
求金額が140ສԁҎԼの事݅を取りѻ͏場合は؆қࡋॴ、140ສԁを超える

場合は方ࡋॴ（または支෦）で取ѻいます。

賃金ະのରॲํ法賃金ະのରॲํ法
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賃金と࠷

、限Λ定Ί࠷賃金の͕ࠃ賃金法に基͖ͮ࠷、賃金制度とは࠷
わͳ͚れͳらͳࢧ賃金ֹ以上の賃金Λ労働ऀに࠷用ऀ、ͦの
いとする制度です。
で߁賃金をܾ定する際には、労働者が݈࠷賃金法では、Ҭผ࠷

จԽతな࠷ݶ度の生׆をӦΊるよ͏に、生׆อޢにるࡦࢪとの合
ੑにྀすることと͞れています。
賃金額よりい賃金を労使合意の上で定Ίて、それは法によ࠷

りແޮと͞れ、࠷賃金額とಉ༷の定Ίをしたのと͞れます。
ɹҬผ࠷賃金は、ηʔϑςΟωοτとしてݝのすての使用者ٴ
ͼそのҬの事業場で働͘すての労働者（ৗ用、ύʔτλΠϜ労働者、
ྟ時・ୗなどޏ用ܗଶのผな͘）に適用͞れます。ಓ͝ݝとに定
Ίられますが、ا業の本ࣾがあるಓݝではな͘、֤事業場がある
ಓ͝ݝとに定Ίられた額が適用͞れます。ݣ労働者の場合は、実際
に働いているݣઌ事業ॴのॴࡏの࠷賃金が適用͞れます。
また、特定の࢈業に適用͞れるʮ特定（࢈業ผ）࠷賃金ʯあります。
なお、࠷賃金の適用をडける使用者は、厚生労働省ྩで定Ίるとこ

Ζにより、࠷賃金の֓要を、ৗ時࡞業場のݟやすい場ॴにܝ示するな
どの方法で、労働者にप͞せるたΊのાஔをとらなければなりません。

賃金とのൺֱํ法࠷ྉとڅのࡍ࣮
。金とൺֱします࠷、算しの金ֹを時間あたりの金ֹにࡍ࣮˗
　日څ制の場合：日څʸ１日の所定労働時間数ʾ࠷金 （ֹ時間ֹ）
（日によͬて所定労働時間数がҟなる場合には、１ि間における１日平均所定労働時間数）

　月څ制の場合：月څʸ１か月の所定労働時間数ʾ࠷金 （ֹ時間ֹ）
（月によͬて所定労働時間数がҟなる場合には、１年間における１か月平均所定労働時間数）

金の計算からআ外されるの࠷˗
①ਫ਼օۈख当、௨ۈख当、Ոख当、②臨時にࢧわれる金、ᶅ１か月を
超える期間ごとにࢧわれる金、ᶆ時間外・休日労働に対する金、ਂ 
ׂ૿金
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　日څ制の場合：日څʸ１日の所定労働時間数ʾ࠷金 （ֹ時間ֹ）
（日によͬて所定労働時間数がҟなる場合には、１ि間における１日平均所定労働時間数）

　月څ制の場合：月څʸ１か月の所定労働時間数ʾ࠷金 （ֹ時間ֹ）
（月によͬて所定労働時間数がҟなる場合には、１年間における１か月平均所定労働時間数）

金の計算からআ外されるの࠷˗
①ਫ਼օۈख当、௨ۈख当、Ոख当、②臨時にࢧわれる金、ᶅ１か月を
超える期間ごとにࢧわれる金、ᶆ時間外・休日労働に対する金、ਂ 
ׂ૿金

ۚ


��

ਆಸݝの࠷賃金
（令和̒年４月１日ࡏݱ）

ਆಸݝの࠷賃金ਆಸݝの࠷賃金

金の݅名࠷ ࠷   金 ֹ
（ 時 間 ֹ ）

効ྗൃ生
年 月 日 ద　　༻

ਆಸ࠷ݝ金
（地Ҭ別） ���2ԁ ྩ５年

10月１日

ਆಸݝの事業場で༻
されるすての労働者にద
༻されます。

特定（࢈業別）࠷金

ਆಸݝでは、࣍の̓つの࢈業についてʮ特定（࢈業別）࠷金ʯが設定されて
いますが、ྩ５年度はվ定されなかͬたため、શ࢈業に地Ҭ別࠷金ʮ時間ֹ
1112ԁʯがద༻されます。
○ృྉ製造業　　○మ߯業　　○ඇమ金属・ಉ合金ѹ延業、電ઢ・έーϒϧ製造業
○ボΠϥ・原ಈ機、ϙϯϓ・ѹॖ機ث、Ұൠ࢈業༻機械・ஔ、ݐ設機械・߭ࢁ機械、

金属Ճ工機械製造業
○電ࢠ෦品・σόΠス・電ࢠճ࿏、電ؾ機械ث具、情ใ௨৴機械ث具製造業
○༌ૹ༻機械ث具製造業　　○ࣗಈंখച業

ʲ参考ʳۙྡݝの࠷賃金（Ҭผ） （令和̒年４月１日ࡏݱ）

౦ژ ੩Ԭݝ ݝསࢁ ݝۄ࡛ ઍ༿ݝ

���3ԁ ��4ԁ �3�ԁ �02�ԁ �026ԁ
（注）特定（࢈業別）࠷金はݝにより設定および金ֹがҟなります。地Ҭ別࠷金よ

りߴい࢈業ありますので、ৄしくは֤ݝの労働ہにおい合わせください。

。賃金額については、ຖվ定͞れています࠷˗
ɹৄし͘は厚生労働省の特設αΠτを͝参র͘だ͞い。
ʮඞͣνΣοΫɹ࠷賃金ʯIUUQT���QD�TBJUFJDIJOHJO�JOGP�
˓一ൠの労働者と労働ྗなどがҟなるたΊ、࠷賃金を一に適用する
と、かえͬてޏ用ػձをڱΊるՄੑがある労働者等については、使用
者がಓݝ労働ہのڐՄをडけることを条݅として、ݸผに࠷賃
金のݮ額の特例がೝΊられています（࠷賃金法第̓条）。

ۚ
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